
森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３の規定による通知の相手方の所在が不分明なため、同法第189

条の規定により、通知の内容を掲示するとともに、その要旨を次のとおり公告する。

令和５年２月17日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 通知の要旨

令和５年２月６日農林水産省告示第208号（保安林の指定施業要件の変更）

２ 所在が不分明な者等

所在が不分明な者 指定施業要件変更保安林の所在場所 掲示場

宮原義孝 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

宮原好男 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

宮原米一 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

宮原六郎 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

西島利重郎 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

白鳥玉吉 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

白鳥忠義 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

白鳥福作 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

望月秀信 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

望月喜一 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

望月初藏 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 76 の５、77、字シンノ沢 93 の２ 静岡市役所

望月正美 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 89、90 静岡市役所

鈴木克明 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 89、90 静岡市役所

鈴木伸明 静岡市葵区梅ヶ島字トウセン 89、90 静岡市役所


